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【開発許可不要等証明（市街化区域）】手続きの流れ

まちづくり推進課 申請者 公共施設管理課等

※申請書類は、全て紙ファイルで綴じて提出してください。

≪注意事項≫

※２　現場調査・審査後、開発許可不要として証明が可能となってから本受付となります。

※１　開発許可不要として証明されることを確約するものではありません。

※３　増築等で開発指導要綱事前協議対象外の場合があります。

仮受付※２ 

現場調査・審査 

申請 

本受付 

受取 

申請 受付 

関係課意見集約 受取 

関係課と協議 

協議完了 受取 

正本:1部 

副本:1部 

副本返却 

関係課意見 
意見書返却 

副本返却 

建築確認申請

（松原市経由） 

証明交付 

申請前に窓口にて開発許可不要証明でおおむね 

進めることができるかどうかご相談ください。※１ 

正本:1部 

副本:1部 


